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帝京科学大学学則 

 

第１章   目  的 

（目  的） 

第１条  本学は教育基本法の精神に基づき、広く知識を授け人格の陶冶を図り、知的及

び応用的能力を展開させると共に、深く専門の学術を教授・研究し、国際的視野に立

って、日本国の発展に貢献できる有為な人材を養成することを目的とする。 

（自己点検及び評価） 

第１条の２  本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達

成するため、その教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。 

２  前項の点検及び評価の実施に関することは、別に定める。 

 

第２章    学部・学科その他教育関係センター及び学生定員 

（学部・学科・学生定員） 

第２条 本学の学部・学科その他教育関係センター及び学生定員は、次のとおりとする。 

 １ 

 
学    部 学    科 入学定員 

編入学定員 

（３年次） 
収容定員 

 

生命環境学部 生命科学科 

自然環境学科 

アニマルサイエンス学科 

   100人 

   100人 

   290人 

10人 

5人 

5人 

   420人 

   410人 

  1170人 

 ２ 

 
学    部 学    科 入学定員 

編入学定員 

（３年次） 
収容定員 

医療科学部 理学療法学科 

作業療法学科 

柔道整復学科 

東京理学療法学科 

東京柔道整復学科 

看護学科 

医療福祉学科 

80人 

40人 

30人 

80人 

90人 

80人 

50人 

 

 

 

 

 

 

10人 

320人 

160人 

120人 

320人 

360人 

320人 

220人 

 ３ 

  
学    部 学    科 入学定員 

編入学定員 

（３年次） 
収容定員 

教育人間科学部 こども学科 

幼児保育学科 

学校教育学科 

  小学校コース 

 中高理科コース 

 中高保健体育コース 

 中高英語コース 

 

 

50人 

100人 

 

 40人 

 20人 

 40人 

 30人 

5人 210人 

400人 

 

160人 

 80人 

160人 

120人 

 

 



 

 

 2-7-1 

- 2 - 

 

 ４ 本学に次の教育関係センターを置く。 

  一 総合教育センター 

  二 医学教育センター 

三 教職センター 

（大学院） 

第２条の２  本学に大学院を置く。 

２ 大学院に関する規程は、別に定める。 

 

第３章    修業年限・在学期間・学年・学期及び休業日 

（修業年限） 

第３条  修業年限は、４年とする。 

（在学期間） 

第４条  学生は８年を超えて在学することができない。ただし、第14条及び第14条の２

並びに第14条の３の規定により入学した学生は、在学すべき年数の２倍に相当する年

数を超えて在学することができない。 

（学  年） 

第５条  学年は４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（学  期） 

第６条 学年を次の２学期に分ける。 

    前  期    ４月１日から９月30日まで 

    後  期    10月１日から翌年３月31日まで 

（休業日） 

第７条  休業日は、次のとおりとする。ただし、休業日でも、特に授業を行い、又は試

験を行うことができる。 

一  日  曜  日 

  二  国民の祝日に関する法律に定める休日 

  三 春期休業 

四 夏期休業 

五 冬期休業 

（臨時休業日） 

第８条  前条の規定にかかわらず、臨時に休業日を定めることができる。 

 

第４章    入学・退学・転学・留学・休学及び除籍 

（入学の時期） 

第９条  入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学の資格） 
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第10条  本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者でなければなら

ない。 

   一  高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学

校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了

した者を含む。） 

二   外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定したもの 

   三  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者 

四 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大

臣が定める日以後に修了した者 

五  文部科学大臣の指定した者 

六  高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

七  その他、本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの 

（入学の出願） 

第11条  前条の資格がある者で本学に入学を志願する者は、本学所定の入学願書に別に

定める書類及び第30条に定める入学検定料を添えて、願い出なければならない。 

（入学者の選考） 

第12条  前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続） 

第13条  前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに誓約書  

（保証人連署のもの）その他所定の書類を提出するとともに、第30条に定める入学金

及び授業料等を納めなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

（編入学） 

第14条  生命環境学部及び医療科学部医療福祉学科に編入学することのできる者は、次の

各号の一に該当する者とし、選考の上相当年次に入学を許可することができる。 

一  短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

    二 学校教育法第132条に規定する専修学校の専門課程を修了した者 

    三 他の大学に一定期間在学し、所定の単位を修得して退学した者 

    四 その他本学において、前各号の者と同等以上の学力があると認めた者 

 ２ 教育人間科学部こども学科に編入学することのできる者は、前項各号の一又は大学    

 を卒業した者に該当し、新たに保育士資格、幼稚園教諭一種免許、小学校教諭一種免
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許又は学位の取得を目的とする者とし、選考の上相当年次に入学を許可することがで

きる。 

３ 前２項の規定により編入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取

扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

（再入学） 

第14条の２ 本学を退学した者又は除籍された者で、本学に再入学を志願する者があると

きは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

２ 前項の規定により再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱

い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

（学士入学） 

第14条の３ 本学を卒業した者又は他の大学を卒業した者で本学への入学を志願する者

があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

２ 前項の規定により学士入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取

扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

（転学部・転学科及び本学への転入学） 

第15条  本学の学生であって自学部内への転学科・転コース若しくは他学部への転学科

を志願する者又は他の大学の学生であって本学に転入学を志願する者に対しては、選

考の上、相当年次に入学を許可することがある。 

２ 前項の規定により自学部内への転学科・転コース若しくは他学部への転学科又は転

入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年

数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

（退学・他大学への転入学） 

第16条  退学又は他の大学に転学しようとする者は、その事由を明らかにし、保証人連

署の退学願又は転学願を提出し、学長の許可を受なければならない。 

（留  学） 

第17条  本学の学生であって外国の大学で学修することを志願する者は、学長の許可を

受けて留学することができる。 

２  前項の許可を得て留学した期間は、第28条第１項に定める在学期間に算入すること

ができる。 

３  第25条第２項の規定は、外国の大学へ留学する場合に準用する。 

（休  学） 

第18条  疾病その他の事由により、引き続き３ケ月以上修学することができない者は、

その事由を明らかにし、保証人連署の休学願を提出し、学長の許可を得て休学するこ

とができる。 

２  疾病による事由の場合には、診断書を添付しなければならない。 

３  学生が疾病その他の事由によって修学することが適当でないと認められる場合には、
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休学を命ずることができる。 

４  休学期間中であっても、その事由が消滅した場合には保証人連署の復学願を提出し、

学長の許可を受けて復学することができる。 

（休学期間） 

第19条  休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、許可を得て

引き続き休学することができる。 

２  休学期間は、通算して２年を超えることができない。 

３  休学期間は、第４条の在学期間には算入しない。 

（除  籍） 

第20条  次の各号の一に該当するものは、除籍することができる。 

  一  第30条に定める授業料等の納付を怠り、督促してもなお納入しない者 

   二  第４条に定める在学期間を超えた者 

三  前条第２項に定める休学期間を超えて、なお修学できない者 

   四  休学期間を満了しても、何等の手続きをしない者 

   五  死亡又は長期にわたり行方不明の者 

 

第５章    教育課程及び履修方法 

（授業科目の区分） 

第21条  授業科目は、共通科目及び専門科目に分ける。 

２  前項に規定する科目のほか、必要に応じて特別科目を置くことができる。 

（授業科目の種類・単位数） 

第22条  共通科目及び専門科目の授業科目並びに単位数は、別に定めるところによる。 

（授業期間） 

第22条の２  １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め35週にわたることを

原則とし、各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。 

（授業の方法） 

第22条の３ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれ

らの併用により行うものとする。 

２ 第１項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度

に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様

なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることが

できる。 

４ 文部科学大臣が別に定めるところにより、第１項の授業の一部を校舎及び附属施設

以外の場所で行うことができる。 

５ 第２項により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。 
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（履修方法） 

第23条 生命環境学部の学生は、次の区分によって授業科目を履修し、124単位以上を修

得しなればならない。 

一 生命科学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から履修すること。 

     ア 教養については、14単位以上（人間、社会、文化で合計6単位以上、自然で 

6単位以上） 

     イ 語学は、生命コースおよび生命・健康コースについては、英語科目を 4 単位

以上、臨床工学コースについては、英語科目を含み 4単位以上 

     ウ 保健体育は、臨床工学コースについては、1単位以上 

     エ データサイエンスについては、2単位以上 

     オ ゼミについては、2単位 

   （２）専門科目については、76単位以上 

二 自然環境学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から履修すること。 

     ア 教養については、18単位以上（自然で8単位以上を含む。） 

     イ 語学については、4単位以上 

     ウ データサイエンスについては、2単位以上 

     エ ゼミについては、2単位 
   （２）専門科目については、76単位以上 

三 アニマルサイエンス学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から履修すること。 

     ア 教養については、12単位以上（自然で4単位以上を含む。） 

     イ 語学については、4単位以上 

     ウ データサイエンスについては、2単位以上 

     エ ゼミについては、2単位 
（２）専門科目については、76単位以上 

２ 医療科学部の学生は、次の区分によって授業科目を履修し、理学療法学科、作業療

法学科、柔道整復学科、東京理学療法学科、東京柔道整復学科及び医療福祉学科は124

単位以上、看護学科は125単位以上を修得しなければならない。 

  一 理学療法学科 

（１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、ゼミの分野

から、必修科目 8単位を含め、16単位以上履修すること。 
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   （２）専門科目については、専門基礎科目を含み 108単位以上 

  二 作業療法学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、ゼミの分野

から、必修科目 5単位を含め、16単位以上履修すること。 

   （２）専門科目については、専門基礎科目を含み 105単位以上 

  三 柔道整復学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から、必修科目 15単位を含め、16単位以上履修すること。 

   （２）専門科目については、専門基礎科目を含み 104単位以上 

  四 東京理学療法学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から、必修科目 6単位を含め、14単位以上履修すること。 

   （２）専門科目については、専門基礎科目を含み 109単位以上 

  五 東京柔道整復学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から、必修科目 14単位を含め、14単位以上履修すること。 

  （２）専門科目については、専門基礎科目を含み 102単位以上 

  六 看護学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から、必修科目 13単位を含め、20単位以上履修すること。 

  （２）専門科目については、専門基礎科目を含み 105単位以上 

  七 医療福祉学科 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から、必修科目 10単位を含め、10単位以上履修すること。 

   （２）専門科目については、専門基礎科目を含み 24単位以上 

３ 教育人間科学部の学生は、次の区分によって授業科目を履修し、124単位以上を修得

しなければならない。 

  一 こども学科 

  （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から履修すること。 

     ア 教養については、8単位以上 

     イ 語学については、2単位以上 

     ウ データサイエンスについては、１単位以上 

     エ ゼミについては、2単位 

   （２）専門科目については、90単位以上 

  二 幼児保育学科 
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   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から履修すること。 

     ア 教養については、8単位以上 

     イ 語学については、3単位以上 

     ウ データサイエンスについては、2単位 

     エ ゼミについては、4単位 

   （２）専門科目については、90単位以上 

三 学校教育学科小学校コース 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から履修すること。 

     ア 教養については、8単位以上 

     イ 語学については、3単位以上 

     ウ データサイエンスについては、2単位以上 

     エ ゼミについては、10 単位 

（２）専門科目については、70単位以上 

四 学校教育学科中高理科コース 

   （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、

ゼミの分野から履修すること。 

     ア 教養については、8単位以上 

     イ 語学については、3単位以上 

     ウ データサイエンスについては、2単位以上 

     エ ゼミについては、10 単位 

（２）専門科目については、70単位以上 

五 学校教育学科中高保健体育コース 

  （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、ゼ

ミの分野から履修すること。 

    ア 教養については、8単位以上 

    イ 語学については、3単位以上 

    ウ データサイエンスについては、2単位以上 

    エ ゼミについては、10単位 

（２）専門科目については、70単位以上 

六 学校教育学科中高英語コース 

  （１）共通科目については、教養、語学、保健体育、データサイエンス、キャリア、ゼ

ミの分野から履修すること。 

    ア 教養については、8単位以上 

    イ 語学については、4単位以上 
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    ウ データサイエンスについては、2単位以上 

    エ ゼミについては、10単位 

（２）専門科目については、70単位以上 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第24条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学にお

いて既に修得した単位（科目等履修生により修得した単位を含む。）を本学において

修得したものとして認めることができる。 

２  前項に規定するほか、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った大学

以外の教育施設等における学修を本学における授業科目の履修とみなし単位を与える

ことができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし又は与えることができる単位数は、編入学、転

入学等の場合を除き第25条第２項及び第25条の２第２項により本学において修得した

ものとみなす単位数と合わせて60単位を限度とする。 

４ 既修得単位等の認定等について必要な事項は、別に定める。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第25条  教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に

当該大学又は短期大学の授業科目を履修することを認めることができる。 

２  前項の規定により、修得した単位は、60単位を限度として卒業に必要な単位として

認めることができる。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第25条の２  教育上有益と認めるときは、学生が行う大学以外の教育施設等における学

修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与え

ることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第２項により本学において修得した

ものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として卒業に必要な単位として認めるこ

とができる。 

（教職課程） 

第25条の３ 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者（医療科学部は除く。）

は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなけれ

ばならない。 

２ 本学に教育職員免許状の所要資格を取得させるための課程（以下、「教職課程」と

いう。）を設け、所要の教科・教職に関する専門科目を置く。 

３ 本学において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、次のと

おりとする。 

  生命環境学部 

   生命科学科 
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自然環境学科 

アニマルサイエンス学科 

中学校教諭一種免許状（理科） 

高等学校教諭一種免許状（理科） 

教育人間科学部  

こども学科  

幼稚園教諭一種免許状 

小学校教諭一種免許状 

   幼児保育学科 

    幼稚園教諭一種免許状 

   学校教育学科小学校コース 

    小学校教諭一種免許状 

   学校教育学科中高理科コース 

    中学校教諭一種免許状（理科） 

    高等学校教諭一種免許状（理科） 

   学校教育学科中高保健体育コース 

    中学校教諭一種免許状（保健体育） 

    高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

   学校教育学科中高英語コース 

    中学校教諭一種免許状（英語） 

    高等学校教諭一種免許状（英語） 

４ 教職課程について、必要な事項は別に定める。 

（学芸員課程） 

第25条の４ 博物館学芸員の資格を得ようとする者（医療科学部及び教育人間科学部は

除く。）は、博物館法で定める規定の単位を修得しなければならない。本学において

規定の単位を修得した者には「博物館学芸員資格取得証明書」が交付される。 

２ 学芸員課程について、必要な事項は別に定める。 

（食品衛生管理者・食品衛生監視員課程） 

 第25条の5 本学の生命科学科に食品衛生管理者・食品衛生監視員の資格を取得させる

ための課程を置く。 

 ２ 食品衛生管理者・食品衛生監視員の資格を取得しようとする者は、食品衛生法及び

食品衛生法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。本学において規

定の単位を修得した者には「食品衛生管理者・食品衛生監視員資格取得証明書」が交

付される。 

 ３ 食品衛生管理者・食品衛生監視員課程について、必要な事項は別に定める。 
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（保育士課程） 

第25条の６ 本学の教育人間科学部に保育士の資格を取得させるための課程を置く。 

２ 保育士の資格を取得しようとする者は、児童福祉法施行規則に定める所要の単位を

修得しなければならない。 

３ 保育士課程について、必要な事項は別に定める。 

（アスレティックトレーナー課程） 

 第25条の７ 本学の医療科学部東京柔道整復学科に日本体育協会公認アスレティック 

トレーナーの受験資格を取得させるための課程（以下、「アスレティックトレーナー

課程」という。）を置く。 

 ２ アスレティックトレーナー課程について、必要な事項は別に定める。 

（トレーニング指導者課程） 

 第25条の８ 本学の医療科学部に特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会認 

定トレーニング指導者の受験資格を取得させるための課程（以下、「トレーニング指 

  導者課程」という。）を置く。 

 ２ トレーニング指導者課程について、必要な事項は別に定める。 

（社会福祉士課程） 

 第25条の９ 本学の医療科学部医療福祉学科に社会福祉士の資格を取得させるための課

程を置く。 

 ２ 社会福祉士課程について、必要な事項は別に定める。 

（介護福祉士課程） 

 第25条の10 本学の医療科学部医療福祉学科に介護福祉士の資格を取得させるための課

程を置く。 

 ２ 介護福祉士課程について、必要な事項は別に定める。 

（精神保健福祉士課程） 

 第25条の11 本学の医療科学部医療福祉学科に精神保健福祉士の資格を取得させるため

の課程を置く。 

 ２ 精神保健福祉士課程について、必要な事項は別に定める。 

（保健師課程） 

 第25条の12 本学の医療科学部看護学科に保健師の資格を取得させるための課程を置く。 

 ２ 保健師課程について、必要な事項は別に定める。 

（臨床工学技士課程） 

第25条の13 本学の生命環境学部生命科学科臨床工学コースに臨床工学技士の資格を 

取得させるための課程を置く。 

２ 臨床工学技士課程について、必要な事項は別に定める。 

（愛玩動物看護師課程） 

第25条の14 本学の生命環境学部アニマルサイエンス学科動物看護福祉コースに愛玩 
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動物看護師の資格を取得させるための課程を置く。 

２ 愛玩動物看護師課程について、必要な事項は別に定める。 

 

第６章    成績評価及び単位認定 

（単位の授与等） 

第26条 学生が授業科目を履修した場合には成績の評価を行い、合格者に対して所定の単

位を与える。 

２  成績評価は、試験、論文、報告書、その他によって行う。 

３  成績の評価は、秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし、秀・優・良・可を、

合格とする。ただし、卒業研究、フレッシュセミナー、基礎ゼミ及び一部の実習の成

績は、合格・不合格で表わす。 

（単位の計算方法） 

第27条 各授業科目に対する単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。 

   一  講義については、毎週１時間から２時間15週の講義をもって１単位とする。 

   二  演習については、毎週１時間から２時間15週の演習をもって１単位とする。 

   三  語学・データサイエンス(統計学を除く)については、演習と同一に取扱う。 

四 実験・実習・体育実技などの授業については、学習はすべて実験室、実習場、運

動場等で行われるものとし、毎週２時間から３時間15週の実験・実習・実技をもっ

て１単位とする。 

五  卒業研究の単位については、別に定める。 

 

第７章    卒業及び学位 

（卒  業） 

第28条  本学に４年（第14条第１項の規定により入学した者については、同条第３項の

規定により定められた在学すべき年数）以上在学し、所定の単位数を修得した者につ

いては、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、卒業証書を授与する。 

２  卒業の認定は学年度の終りに行う。ただし、やむを得ない事由により、この認定を

受けることができなかった者については、次年度の前期の終りにこれを行うことがで

きる。 

（学 位） 

第29条  学部を卒業した者及び大学院研究科の課程を修了した者には、本学学位規程の

定めるところにより学位を授与する。 

 

第８章    入学検定料、入学金及び授業料等 

（入学検定料、入学金並びに授業料等の納入） 
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第30条  入学検定料、入学金並びに授業料、実験実習費、施設設備費（以下「授業料等」

という。）は、別表に定める額とする。入学検定料、入学金及び授業料等は、指定の

期日までに納入しなければならない。 

２  本学において特別の事情があると認められた者は、前項の規定にかかわらず、授業

料等については、分納又は延納を認めることがある。 

（退学等の場合の授業料等） 

第31条  学期の途中で退学した者及び転学した者は、当該期の授業料等を指定の期日ま

でに全額納入しなければならない。 

２  停学者については、停学期間中の授業料等は免除しない。 

３  休学が前期又は後期の全期間にわたる場合、当該期の授業料等を免除する。 

４  前期又は後期の途中で休学、もしくは復学した者は、休学、又は復学した当該期の

授業料等を指定の期日までに全額納入しなければならない。 

（既納の入学検定料、入学金及び授業料等） 

第32条  既納の入学検定料、入学金及び授業料等は、原則として返還しない。ただし、

入学試験合格者が入学手続完了後、入学を辞退し所定の期限までに授業料等の返還を

申請した場合は、授業料等を返還する。 

（課程履修費） 

第33条 教職課程等の履修に要する経費は、別に徴収することがある。 

 

第９章    教職員及び教授会 

（教職員の種類） 

第34条  本学に次の教職員を置く。 

学長 

副学長 

学部長 

教授 

准教授 

講師 

助教 

助手 

技術職員 

事務職員 

２  教職員に関する規則は、別に定める。 

（教授会） 

第35条  本学に教授会を置く。 

２  教授会は、学長、副学長、学部長、専任の教授をもって組織する。ただし、法人の
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理事又は事務局長は必要に応じ教授会に出席し、意見を述べることができる。 

３  教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。 

一  学生の入学及び卒業 

二  学位の授与 

三  前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意 

見を聴くことが必要であると認めるもの 

４  教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長（以下この項において「学長

等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求め

に応じ、意見を述べることができる。 

５ このほか教授会に関し、必要な事項は別に定める。 

（部局長会） 

第35条の２ 本学における管理運営及び教学の重要事項を審議し、その円滑な実施を図

るため、部局長会を置く。 

 ２ 部局長会に関する具体的な事項は別に定める。 

 

第１０章    特別聴講学生・科目等履修生・研究生・委託研究生及び外国人留学生 

（特別聴講学生） 

第36条  他の大学又は短期大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願

する者があるときは、当該他の大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講学生と

して入学を許可し、所定の授業科目を履修させることがある。 

２  特別聴講学生に関する規則は、別に定める。 

（科目等履修生） 

第37条  本学生以外の者で本学が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願

する者があるときは、本学の教育に支障がない限り選考の上、科目等履修生として入

学を許可することができる。 

２  科目等履修生に関する規則は、別に定める。 

（研究生） 

第38条  本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるとき

は、本学の教育及び研究に支障のない限り、選考の上研究生として入学を許可するこ

とがある。 

２  研究生に関する規則は、別に定める。 

（委託研究生） 

第39条  公共機関その他から委託研究生として受け入れの申出があるときは、別に定め

るところにより、選考の上これを許可することがある。 

（外国人留学生） 
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第40条  外国人で本学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願す

る者があるときは、別に定めるところにより、選考の上外国人留学生として入学を許

可することがある。 

（その他） 

第41条  特別聴講学生・科目等履修生・研究生・委託研究生・外国人留学生については、

別段の定めのあるものを除くほか、学部学生に関する規則を準用する。 

 

第１１章    公開講座 

（公開講座） 

第42条  本学は、一般人の教養を高め、地方文化の向上に資するため、必要に応じ、公

開講座を開設する。 

２  公開講座に関する規則は、別に定める。 

 

第１２章    賞    罰 

（表  彰） 

第43条  本学学生で性行、学業の特に優秀な者は、これを表彰することがある。 

（懲  戒） 

第44条  本学学生で本学の諸規則に反し、秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為

があったときは、教授会の議を経て、学長がこれを懲戒する。 

２  懲戒の種類は、退学、停学及び戒告とする。 

３  懲戒による退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

一  性行不良で改善の見込みがない者 

二  学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

三  正当な理由がなくて出席常でない者 

四  本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

 

第１３章    図書館・附属施設 

（図書館） 

第45条  本学に附属図書館を置く。 

２  附属図書館に関する規則は、別に定める。 

（研究施設） 

第46条  本学に研究施設を置く。 

２  研究施設に関する規則は、別に定める。 

（厚生施設） 

第47条  本学に厚生施設を設ける。 

２  厚生施設に関する規則は、別に定める。 
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第３０条による別表 

学部･学科 

 

区分 

生命環境学部 医療科学部 

全学科 

理学療法･作業

療法･柔道整復

学科 

東京理学･東京

柔道整復学科 看護学科 

入学検定料 35,000円 35,000円 35,000円 35,000円 

入学金 260,000円 260,000円 260,000円 260,000円 

授業料 860,000円 960,000円 960,000円 860,000円 

実験実習費 180,000円 250,000円 250,000円 250,000円 

施設設備費 240,000円 340,000円 520,000円 520,000円 

 

学部･学科 

 

区分 

医療科学部 教育人間科学部 

医療福祉学科 こども学科 幼児保育学科 学校教育学科 

入学検定料 35,000円 35,000円 35,000円 35,000円 

入学金 260,000円 260,000円 260,000円 260,000円 

授業料 780,000円 780,000円 780,000円 780,000円 

実験実習費 0円 0円 0円 0円 

施設設備費 257,000円 190,000円 280,000円 280,000円 

 

備 考 

１ 大学入学共通テスト利用選抜試験の入学検定料は17,000円とする。 

２ 医療科学部（医療福祉学科を除く。）の実験実習費及び施設設備費は２年次から

20,000円加算する。 

３ 医療科学部医療福祉学科の施設設備費は、２年次から20,000円加算する。 

４ 教育人間科学部学校教育学科中高保健体育コースの施設設備費は、370,000円とする。 

５ 本表は、令和３年度入学生から適用する。 

  ただし、入学検定料については、令和４年度入学生に係る入学試験から適用する。 
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附  則 

この学則は平成２年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は平成３年４月１日から施行する。 

２ この学則第２条の規定にかかわらず、入学定員は、平成３年度から平成11 年度ま

で次のとおりとする。 

   学    部          学    科  入学定員  

理工学部  電子・情報科学科 

 バイオサイエンス学科 

 物質工学科 

 経営工学科 

  120人 

  120人 

  120人 

  120人 

附  則 

   この学則は平成５年４月１日から施行する。 

附  則 

   この学則は平成６年４月１日から施行する。ただし、学位に関する規定は平成６年３

月１日から適用する。 

附  則 

   この学則は平成７年４月１日から施行する。 

附  則 

   この学則は平成８年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は平成９年４月１日から施行する。 

附  則 

   この学則は平成10年４月１日から施行する。 

    ただし、第２条の規定にかかわらず、入学定員は平成10 年度から平成11年度までの

間は、次のとおりとする。 

 

学  部 学  科 入学定員 
編入学定員 

（３年次） 

収 容 定 員 
 

平成１０年度 平成１１年度 

理工学部 電子・情報科学科 120人 5人 485人 490人 

バイオサイエンス 

学科 
120人 5人 485人 490人 

環境マテリアル学科 120人 5人 485人 490人 

マネジメントシステ

ム学科 
120人 5人 485人 490人 

附  則 

  この学則は平成11年４月１日から施行する。 
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附  則 

   この学則は平成12年４月１日から施行する。 

    ただし、第２条の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成12年度から平成    

19年度までの間は次のとおりとする。 

   平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

バイオサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

環境マテリアル学科 １１７ ４８７ １１４ ４８１ １１１ ４７２ 

マネジメントシステム学科 １１７ ４８７ １１４ ４８１ １１１ ４７２ 

 

   平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

バイオサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

環境マテリアル学科 １０８ ４６０ １０５ ４４８ １０５ ４３９ 

マネジメントシステム学科 １０８ ４６０ １０５ ４４８ １０５ ４３９ 

 

  平成１８年度 平成１９年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

バイオサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

環境マテリアル学科 １０５ ４３３ １０５ ４３０ 

マネジメントシステム学科 １０５ ４３３ １０５ ４３０ 

 

 

附  則 

この学則は平成12年４月１日から施行する。 

附  則 

   １ この学則は平成13年４月１日から施行する。 

    ２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（平成１１年５月２１

日帝京科総第２９３号）の附則ただし書きにかかわらず、入学定員及び収容定員は

平成13年度から平成19年度までの間は次のとおりとする。 

 

  平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

バイオサイエンス学科 ２００ ５７０ ２００ ６５０ ２００ ７３０ 

環境マテリアル学科 １００ ４６７ ９７ ４４４ ９４ ４１８ 
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マネジメントシステム学科 ４８ ４１５ ４５ ３４０ ４２ ２６２ 

 

  平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

バイオサイエンス学科 ２００ ８１０ ２００ ８１０ ２００ ８１０ 

環境マテリアル学科 ９１ ３９２ ９１ ３８３ ９１ ３７７ 

マネジメントシステム学科 ３９ １８４ ３９ １７５ ３９ １６９ 

 

  平成１９年度  

入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １２０ ４９０ 

バイオサイエンス学科 ２００ ８１０ 

環境マテリアル学科 ９１ ３７４ 

マネジメントシステム学科 ３９ １６６ 

 

附  則 

   この学則は平成13年４月１日から施行する。 

附  則 

   この学則は平成13年１月６日から施行する。 

附  則 

   １ この学則は平成14年４月１日から施行する。 

    ２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（平成12年5月22日帝京

科総第１１４０号）の附則ただし書きにかかわらず、入学定員及び収容定員は平成

14年度から平成19年度までの間は次のとおりとする。 

 

  平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

バイオサイエンス学科 １４０ ５９０ １４０ ６１０ １４０ ６３０ 

環境マテリアル学科 ９７ ４４４ ９４ ４１８ ９１ ３９２ 

マネジメントシステム学科 － ２９５ － １６５ － ４８ 

アニマルサイエンス学科 ９９ １９８ ９９ ３０２ ９９ ４０６ 

 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １２０ ４９０ １２０ ４９０ １２０ ４９０ 

バイオサイエンス学科 １４０ ５７０ １４０ ５７０ １４０ ５７０ 

環境マテリアル学科 ９１ ３８３ ９１ ３７７ ９１ ３７４ 

マネジメントシステム学科 － － － － － － 

アニマルサイエンス学科 ９９ ４０６ ９９ ４０６ ９９ ４０６ 
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附 則  

この学則は平成15年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第796号 平成15年7月11日）  

１ この学則は平成16年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（平成13年3月23日帝京

科総第243号）附則第2項の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成16年度

から平成19年度までの間は次の通りとする。 

 

  平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １００ ４７０ １００ ４５０ １００ ４３０ 

バイオサイエンス学科 １３０ ６２０ １３０ ５５０ １３０ ５４０ 

環境マテリアル学科 １１０ ４１１ １１０ ４２１ １１０ ４３４ 

アニマルサイエンス学科 １３０ ４３７ １３０ ４６８ １３０ ４９９ 

 

  平成１９年度  

入学定員 収容定員 

メディアサイエンス学科 １００ ４１０ 

バイオサイエンス学科 １３０ ５３０ 

環境マテリアル学科 １１０ ４５０ 

アニマルサイエンス学科 １３０ ５３０ 

 

附 則（帝京科総第304号 平成16年2月23日）  

この学則は平成16年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第522号 平成16年5月12日） 

この学則は平成17年４月１日から施行する 

附 則（帝京科総第1260号 平成16年8月26日） 

この学則は平成17年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第307号 平成17年3月31日） 

この学則は平成17年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第308号 平成17年3月31日） 

この学則は平成17年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第415号 平成17年4月22日）   

１ この学則は平成18年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（平成15年7月11日帝京

科総第796号）附則第2項の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成18年度

から平成21年度までの間は次の通りとする。 
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  平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディア情報システム学科 ７７ ４０７ ７７ ３６４ ７７ ３４１ 

バイオサイエンス学科 １３０ ５４０ １３０ ５３０ １３０ ５３０ 

環境科学科 １１０ ４３４ １１０ ４５０ １１０ ４５０ 

アニマルサイエンス学科 １５３ ５２２ １５３ ５７６ １５３ ５９９ 

 

 平成２１年度  

入学定員 収容定員 

メディア情報システム学科 ７７ ３１８ 

バイオサイエンス学科 １３０ ５３０ 

環境科学科 １１０ ４５０ 

アニマルサイエンス学科 １５３ ６２２ 

 

附 則（帝京科総第498号 平成18年6月22日） 

この学則は平成19年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第1065号 平成18年10月25日） 

この学則は平成19年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第288号 平成19年3月30日） 

この学則は平成19年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第991号 平成18年10月10日） 

１ この学則は平成19年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（平成17年4月22日帝京

科総第415号）附則第2項の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成19年度

から平成22年度までの間は次の通りとする。 

 

  平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

メディア情報システム学科 ７７ ３６４ ７７ ３４１ ７７ ３１８ 

バイオサイエンス学科 １２０ ５２０ １２０ ５１０ １２０ ５００ 

環境科学科 １００ ４４０ １００ ４３０ １００ ４２０ 

アニマルサイエンス学科 １７３ ５９６ １７３ ６３９ １７３ ６８２ 

 

  平成２２年度  

入学定員 収容定員 

メディア情報システム学科 ７７ ３１８ 

バイオサイエンス学科 １２０ ４９０ 

環境科学科 １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 １７３ ７０２ 
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附 則（帝京科総第1207号 平成18年6月22日） 

 １ この学則は平成19年４月１日から施行する。 

２ 入学定員及び収容定員は平成19年度から平成22年度までの間は次の通りとする。 

 

  平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

リハビリテーション学科 

     理学療法学専攻 

 

４０ 

 

 

４０ 

 

 

４０ 

 

 

８０ 

 

４０ 

 

１２０ 

 

  平成２２年度  

入学定員 収容定員 

リハビリテーション学科 

理学療法学専攻 
４０ １６０ 

  
 

附 則（帝京科総第610号 平成19年6月26日） 

１ この学則は平成20年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（帝京科総第991号 平

成18年9月28日）附則第２項の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成20年

度から平成23年度までの間は次の通りとする。 

 

  平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

生命科学科 １５７ １５７ １５７ ３１４ １５７ ４８１ 

メディア情報システム学科 － ２６４ － １６４ － ８２ 

バイオサイエンス学科 － ３９０ － ２６０ － １２５ 

環境科学科 １００ ４３０ １００ ４２０ １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 １７３ ６３９ １７３ ６８２ １７３ ７０２ 

 

  平成２３年度  

入学定員 収容定員 

生命科学科 １５７ ６４８ 

メディア情報システム学科 － － 

バイオサイエンス学科 － － 

環境科学科 １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 １７３ ７０２ 

 

附 則（帝京科総第733号 平成19年7月31日） 

１ この学則は平成20年４月１日から施行する。 
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２ 入学定員及び収容定員は平成20年度から平成23年度までの間は次の通りとする。 

 

  平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

作業療法学科 ４０ ４０ ４０ ８０ ４０ １２０ 

 

  平成２３年度  
入学定員 収容定員  

作業療法学科 ４０ １６０ 

  
 

附 則（帝京科総第609号 平成19年6月29日） 

１ この学則は平成20年４月１日から施行する。 

２ 入学定員及び収容定員は平成20年度から平成23年度までの間は次の通りとする。 

 

 

  平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

こども学科   ５０ ５０ 

 

５０ 

 

１００ ５０ １５５ 

 

  平成２３年度 

入学定員 収容定員 

こども学科 ５０ ２１０ 

 
 

附 則 （帝京科総第146号 平成20年3月26日） 

この学則は平成20年４月１日から施行する。 

附 則 （帝京科総第555号 平成20年6月19日） 

１ この学則は平成21年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（帝京科総第610号 平

成19年6月26日及び帝京科総第1207号 平成18年6月22日）附則第２項の規定にかかわ

らず、入学定員及び収容定員は平成21年度から平成24年度までの間は次の通りとす

る。 

 

  平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

生命科学科 ６０ ２１７ ６０ ２８７ ６０ ３５７ 

メディア情報システム学科 － １６４ － ８２ － － 

バイオサイエンス学科 － ２６０ － １２５ － － 

環境科学科 １００ ４３０ １００ ４２０ １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ２３０ ７３９ ２３０ ８１６ ２３０ ８７３ 
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  平成２４年度  

入学定員 収容定員 

生命科学科 ６０ ２６０ 

メディア情報システム学科 － － 

バイオサイエンス学科 － － 

環境科学科 １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ２３０ ９３０ 

 

  平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

理学療法学科 ８０ 

 

１６０ 

 

８０ 

 

２４０ ８０ 

 

２８０ 

 

  平成２４年度   
入学定員 収容定員   

理学療法学科 ８０ ３２０  

 

附 則 （帝京科総第553号 平成20年6月19日） 

１ この学則は平成21年４月１日から施行する。 

  平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

柔道整復学科 ６０ ６０ ６０ １２０ ６０ １８０ 

 

  平成２４年度  

入学定員 収容定員 

柔道整復学科 ６０ ２４０ 

 

附 則（帝京科総第227号 平成21年3月25日） 

   この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 （帝京科総第196号 平成21年3月27日） 

１ この学則は平成22年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（帝京科総第555号 平

成20年6月19日）附則第２項の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成22年

度から平成25年度までの間は次の通りとする。 

 

  平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

生命科学科 ８０ ３０７ ８０ ３９７ ８０ ３２０ 

メディア情報システム学科 － ８２ － － － － 

バイオサイエンス学科 － １２５ － － － － 
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自然環境学科 １００ ４１０ １００ ４１０ １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ３００ ８８６ ３００ １０１３

 

３００ １１４０ 

 

  平成２５年度  

入学定員 収容定員 

生命科学科 ８０ ３４０ 

メディア情報システム学科 － －  

バイオサイエンス学科 － － 

自然環境学科 １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ３００ １２１０ 

     

 
 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

東京理学療法学科 ８０ ８０ ８０ １６０ ８０ ２４０ 

 東京柔道整復学科 ９０ ９０ ９０ １８０ ９０ ２７０  

 

  平成２５年度  

入学定員 収容定員 

東京理学療法学科 ８０ ３２０ 

 東京柔道整復学科 ９０ ３６０  

 

  平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

児童教育学科 ２００ ２００ ２００ ４００ ２００ ６００ 

 

  平成２５年度  

入学定員 収容定員 

児童教育学科 ２００ ８００ 

 

附 則（帝京科総第123号 平成22年3月28日） 

   この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第147号 平成23年3月19日） 

  この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第78号 平成24年3月29日） 

１ この学則は平成24年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（帝京科総第553号 平

成20年6月19日）附則第１項（帝京科総第196号 平成21年3月27日）附則第２項の規

定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成24年度から平成27年度までの間は次

の通りとする。 
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  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

生命科学科 ８０ ３２０ ８０ ３４０ ８０ ３４０ 

メディア情報システム学科 － － － － － － 

バイオサイエンス学科 － － － － － － 

自然環境学科 １００ ４１０ １００ ４１０ １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ２５０ １０９０ ２５０ １１１０ ２５０ １０６０ 

         

  平成２７年度  

入学定員 収容定員  

生命科学科 ８０ ３４０ 

メディア情報システム学科 － － 

バイオサイエンス学科 － － 

自然環境学科 １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ２５０ １０１０ 

  

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

理学療法学科 ８０ ３２０ ８０ ３２０ ８０ ３２０ 

作業療法学科 ４０ １６０ ４０ １６０ ４０ １６０ 

柔道整復学科 ３０ ２１０ ３０ １８０ ３０ １５０ 

東京理学療法学科 ８０ ２４０ ８０ ３２０ ８０ ３２０ 

東京柔道整復学科 ９０ ２７０ ９０ ３６０ ９０ ３６０ 

看護学科 ８０ ８０ ８０ １６０ ８０ ２４０ 

 

 平成２７年度 

入学定員 収容定員 

理学療法学科 ８０ ３２０ 

作業療法学科 ４０ １６０ 

柔道整復学科 ３０ １２０ 

東京理学療法学科 ８０ ３２０ 

東京柔道整復学科 ９０ ３６０ 

看護学科 ８０ ３２０ 

 

附 則（帝京科総第298号 平成25年5月8日） 

  この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第808号 平成26年10月11日） 

この学則は平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は平成27年４月１日から施行する。 
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２ 第２条の規定及び帝京科学大学学則の一部を改正する学則（帝京科総第553号 平

成20年６月19日）附則第１項（帝京科総第196号 平成21年３月27日）附則第２項の規

定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成27年度から平成30年度までの間は次の

とおりとする。 

  平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

生命科学科 ８０ ３２０ ８０ ３４０ ８０ ３４０ 

自然環境学科 １００ ４１０ １００ ４１０ １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ２９０ １０５０ ２９０ １０９０ ２９０ １１３０ 

 

   平成３０年度  

入学定員 収容定員 

生命科学科 ８０ ３４０ 

自然環境学科 １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ２９０ １１７０ 

 

附 則（帝京科総第354号 平成28年5月6日） 

１ この学則は平成28年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成28年度から平成31年度

までの間は次のとおりとする。 

 

   平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

理学療法学科 ８０ ３２０ ８０ ３２０ ８０ ３２０ 

作業療法学科 ４０ １６０ ４０ １６０ ４０ １６０ 

柔道整復学科 ３０ １２０ ３０ １２０ ３０ １２０ 

 東京理学療法学科 ８０ ３２０ ８０ ３２０ ８０ ３２０  

 東京柔道整復学科 ９０ ３６０ ９０ ３６０ ９０ ３６０  

 看護学科 ８０ ３２０ ８０ ３２０ ８０ ３２０  

 医療福祉学科 ８０ ８０ ８０ １６０ ８０ ２５０  

 

  平成３１年度  

入学定員 収容定員 

理学療法学科 ８０ ３２０ 

作業療法学科 ４０ １６０ 

柔道整復学科 ３０ １２０ 

 東京理学療法学科 ８０ ３２０  

 東京柔道整復学科 ９０ ３６０  

 看護学科 ８０ ３２０  

 医療福祉学科 ８０ ３４０  

 

  平成２８年度 平成２９年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

児童教育学科 ― ６００ ― ４００ 

幼児保育学科 １００ １００ １００ ２００ 
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学校教育学科小学校コース ４０ ４０ ４０ ８０ 

 学校教育学科中高理科コース ２０ ２０ ２０ ４０  

 学校教育学科中高保健体育コース ４０ ４０ ４０ ８０  

 

  平成３０年度 平成３１年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

児童教育学科 ― ２００ ― ― 

幼児保育学科 １００ ３００ １００ ４００ 

学校教育学科小学校コース ４０ １２０ ４０ １６０ 

 学校教育学科中高理科コース ２０ ６０ ２０ ８０  

 学校教育学科中高保健体育コース ４０ １２０ ４０ １６０  

 

 

附 則（帝京科総第353号 平成29年4月12日） 

１ この学則は平成29年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成29年度から平成32年度

までの間は次のとおりとする。 

 

  平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

生命科学科 １００ ３６０ １００ ３８０ １００ ４００ 

自然環境学科 １００ ４１０ １００ ４１０ １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ２９０ １１３０

 

２９０ １１７０ ２９０ １１７０ 

 

   平成３２年度  

入学定員 収容定員 

生命科学科 １００ ４２０ 

自然環境学科 １００ ４１０ 

アニマルサイエンス学科 ２９０ １１７０ 

 

附 則（帝京科総第245号 平成30年3月28日） 

１ この学則は平成30年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科総第282号 平成31年4月10日） 

１ この学則は平成31年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定にかかわらず、入学定員及び収容定員は平成31年度から平成34年度

までの間は次のとおりとする。 

 

   平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

理学療法学科 ８０ ３２０ ８０ ３２０ ８０ ３２０ 

作業療法学科 ４０ １６０ ４０ １６０ ４０ １６０ 

柔道整復学科 ３０ １２０ ３０ １２０ ３０ １２０ 

 東京理学療法学科 ８０ ３２０ ８０ ３２０ ８０ ３２０  

 東京柔道整復学科 ９０ ３６０ ９０ ３６０ ９０ ３６０  

 看護学科 ８０ ３２０ ８０ ３２０ ８０ ３２０  
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 医療福祉学科 ５０ ３１０ ５０ ２８０ ５０ ２５０  

 

 

 

  平成３４年度  

入学定員 収容定員 

理学療法学科 ８０ ３２０ 

作業療法学科 ４０ １６０ 

柔道整復学科 ３０ １２０ 

 東京理学療法学科 ８０ ３２０  

 東京柔道整復学科 ９０ ３６０  

 看護学科 ８０ ３２０  

 医療福祉学科 ５０ ２２０  

 

  平成３１年度 平成３２年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

幼児保育学科 １００ ４００ １００ ４００ 

学校教育学科小学校コース ４０ １６０ ４０ １６０ 

 学校教育学科中高理科コース ２０ ８０ ２０ ８０  

 学校教育学科中高保健体育コース ４０ １６０ ４０ １６０  

 学校教育学科国際英語コース ３０ ３０ ３０ ６０  

 

  平成３３年度 平成３４年度  

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

幼児保育学科 １００ ４００ １００ ４００ 

学校教育学科小学校コース ４０ １６０ ４０ １６０ 

 学校教育学科中高理科コース ２０ ８０ ２０ ８０  

 学校教育学科中高保健体育コース ４０ １６０ ４０ １６０  

 学校教育学科国際英語コース ３０ ９０ ３０ １２０  

 

附 則（帝京科総第185号 令和2年4月1日） 

この学則は令和２年４月１日から施行し、第15条については、令和２年４月１日に自

学部内への転学科・転コース若しくは他学部への転学科又は転入学を許可されたものか

ら適用する。 

附 則（帝京科教第332号 令和2年6月3日） 

この学則は令和２年４月20日から施行する。 

附 則（帝京科教第141号 令和3年3月24日） 

この学則は令和３年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科教第 134 号 令和 4 年 3 月 30 日） 

この学則は令和４年４月１日から施行する。 

附 則（帝京科教第１０２号 令和５年３月２９日） 

１ この学則は令和５年４月１日から施行する。 
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２ 令和５年３月３１日における教育人間科学部学校教育学科国際英語コースの在学者

については、この学則の改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 


